
 

 

 

 

 

 

 

 
 

「令和６年能登半島地震」復旧・復興工事 
における労働災害発生状況について 

（発災から２年目の状況） 
～ 令和７年 12月末現在、休業４日以上の災害は 101人（うち死亡３人）～ 

 

石川労働局（局長 八木
や ぎ

 健一
けんいち

）は、「令和６年能登半島地震」（令和６年１月１日発生）の復

旧・復興工事における石川県内の労働災害について、発災から２年目の節目にあたる令和７年 12

月末現在の発生状況及び当局における今後の取組について取りまとめました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震発生（令和６年１月１日）から令和７年月 12末まで（24か月間）における労働災害の

発生状況は以下のとおり。 
 
１．死亡者数の状況 （別添「表１」、「災害事例集」参照） 
 

◆ 死亡者数は、３人となっており、令和６年９月～11 月に３か月連続で発生したが、令

和６年 12月以降、現在まで 13 か月間、死亡災害は発生していない。 
 

◆ 事故の型別では、「崩壊、倒壊」、「墜落・転落」、「はさまれ、巻き込まれ」が各１人と

なっている。 
 
  ◆ 工事現場の種別では、「木造家屋解体工事」が２人 、「トンネル復旧工事」（令和６年

奥能登豪雨の影響による土砂崩壊）が１人となっている。 

（別添「災害事例集」（Ｐ９下段、Ｐ10下段、P12上段）参照） 

 
２．休業４日以上の死傷者数(死亡災害含む)の状況（別添「表１～３」、「災害事例集」参照） 
 

◆ 死傷者数は、101人となっている。 

    年別の内訳は、令和６年が 54人(うち死亡３人)、令和７年が 47人(うち死亡０人)。 
 

◆ 事故の型別では、「墜落、転落」が 46人（45.5％）と最も多く、屋根の端・梁等からの

墜落、脚立・はしごからの転落、トラック・ダンプの荷台からの転落等が多い。 

次いで「はさまれ・巻き込まれ」が 12人（11.9％）と２番目に多く、建設関係機械に

挟まれた事案及び敷鉄板に足が挟まれた事案等が複数発生している。 

「転倒」が９人（8.9％）と３番目に多く、廃材等の運搬作業中の転倒が多く発生して

いる。 
 

◆ 工事現場の種別では、「家屋解体工事(公費解体等)」での災害が 65 人（64.4％）と最

も多く、全体の６割以上を占めている。公費解体が本格化した令和６年７月以降、災害が

増加したが、解体完了目標（石川県）であった令和７年 10月末以降は、公費解体工事の

施工数の収束とともに当該工事での災害も落ち着きつつある。 

「仮設住宅建築工事」での災害が 12人（11.9％）と２番目に多い。発災後の集中的な仮

設住宅建築工事により災害が増えたものの、現在は落ち着いている。 

石川労働局労働基準部 

担当：健 康 安 全 課 長 宮田 玄彦    

地方産業安全専門官  山中 基智 

         連絡先  076（265）4424 
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【今後の石川労働局及び各労働基準監督署における取組について】 
 

公費解体については、別管理となっている大規模建築物等の施工を除き、令和７年１２月末ま

でに全ての解体が完了しているが、今後は、その他の復旧・復興工事の本格化に伴って、当該工

事における労働災害の増加も懸念されることから、石川労働局においては、引き続き復旧等工事

における労働災害の原因等を分析し、以下の取組を通じて、工事の進捗状況等に応じた労働災害

防止対策の徹底を推進します。 
 
（１）安全衛生巡回指導・パトロール等の実施 
 

復旧・復興工事等における不安全な作業環境下での作業による災害防止及び粉じん・石綿等

による健康障害防止等のため、能登地区を管轄する穴水労働基準監督署、七尾労働基準監督を

中心に、引き続き作業現場の巡回指導等を重点的・継続的に実施します。 

また、石川労働局内の全労働基準監督署による重点的なパトロール手法の一斉監督の実施も

予定してします。 
 

（２）被災地域発信型の災害防止活動等の展開 
 
   穴水、七尾の各労働基準監督署がそれぞれ主体となり、発注機関（国、県、市町等）及び各

地区の建設関係団体等の参画を得て、令和６年度に設置した各地区の「復興工事労働災害防止

協議会」による現場パトロール及び周知・指導等、地域発信型の災害防止活動を引き続き実施

します。 
 

（３）関係機関・団体との連携による集団指導等の実施 
 

各工事発注機関（国、県、市町等）及び事業者団体、労働災害防止団体等と連携し、会議・

講習会・安全パトロール・要請などの各種機会を活用し、県内の復旧・復興工事における安全

作業の履行確保に向けた取組及び安全衛生意識の醸成を図ります。 
 
 
【 別 添 資 料 】 

◆ 別添「令和６年能登半島地震」復旧・復興工事等における労働災害事例と安全対策の 

ポイント」（令和 7年 12月末現在） 

 
３．地震発生以降の復旧・復興工事における労働災害の推移 （別紙「表 1」参照） 
 

◆ 発災直後は、ライフラインの復旧工事や仮設住宅新築工事等における災害の発生によ

り、県内の建設業の災害全体のうち復旧等工事での災害件数（被災者数）が２割以上を

占めるようになった。 
 

◆  工事が本格化し始めた令和６年４月以降、復旧等工事での災害件数の増加に伴い、建

設業全体に占める災害の割合も増加し、令和６年 12月以降は、３割を超えた。 

令和６年９月～令和７年２月は、１か月あたりの人数が６～８人で推移。 

◆  令和７年３月以降は、解体工事における災害件数が減少したことに伴い、復旧等工事

全体の災害件数及び建設業に占める割合のいずれも減少傾向に転じている。 

  令和７年３月以降は、１か月あたりの件数は０～５人で推移。 
 

◆  公費解体の完了目標であった令和７年 10月末以降、解体工事の施工数の収束により、

解体工事現場での災害及び復旧等工事全体の災害がさらに減少している。 
 

◆ 復旧等工事のうち解体工事における災害件数の内訳（年別及び半期別） 

   ・令和６年：２９人 【 上期(１～６月)：４人  → 下期(７～12月)：25人 】 

   ・令和７年：３６人 【 上期(１～６月)：24人 → 下期(７～12月)：12人 】 
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能登半島地震・復旧等工事の労働災害(当月・累計)の推移及び

建設業全体の災害のうち復旧等工事が占める割合 【石川県内】

復旧等工事の災害

  （当月発生件数）

復旧等工事の災害

  （発災後の累計件数）

建設全体の災害のうち復旧等工事

が占める割合（累計件数での比較）

（令和7年 12月末 速報値）

→ 15 163 288 610 1,112 1,208 1,700 2,638 3,286 3,132 2,960 1,832 3,541 3,546 2,629 3,118 2,263 1,535 2,008 2,472 1,241 1,088

Ｒ６累計: 54人
↓

※ 死亡災害：累計３人
(Ｒ６.12月以降、死亡０人) ↓
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Ｒ６～７累計：101人
(Ｒ７累計： 47人) ↓

別 紙  【表 １】

【参考：石川県公表
   公費解体棟数 (当月)】



【表 ２】

【表 ３】
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